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職 員 給 与 規 程 

 

第１章 総 則 

 

（目的）  

第１条 この規則は、ＮＰＯ法人  こんちぇると(以下「本法人」という)職員就業規則第43条の規

定に基づき、常勤職員（以下職員という）の給与に関する事項を定めることを目的とし、

非常勤職員については、本給与規程は適応しない。  

 

（適用の範囲）  

第２条 この規程は、本法人職員就業規則第２条に規定する職員に適用する。  

    ただし、他の施設および団体等からの出向職員についてはこれを除く。  

 

（給与の種類）  

第３条 給与は、給料及び手当とする。  

  ２ 手当の種類は、役職手当「階級手当（運営統括責任者、部長、副部長、所長、）」、「役割

手当（事務長、エリアマネージャー、ホーム長、リーダー、法人生活支援マネージャー、

管理者、サービス管理責任者）」、扶養手当、住居手当、通勤手当、資格手当、特別手当、

時間外手当（法定内、平日、平日深夜、休日、休日深夜等）回数手当（宿泊手当等）、職

員支援手当、奨学金返済支援手当、賞与、退職手当、とする。  

  ３ 賞与・資格手当、役割手当（管理者・サービス管理責任者）・職員支援手当は「福祉・介

護職員処遇改善加算」を原資に手当を支給している。原資給付金の変動が予想されるこ

とから、手当金の適宜見直しを行うことができる事、また、これらの原資が廃止された

場合は、この手当も廃止する。  

 

（給与の支給方法）  

第４条 給与の計算期間は当月１日より末日までとする。 

  ２ 手当の計算期間は当月１日より末日までとする。  

  ３ 給与は、翌月25日に全額を支給する。ただし支給日が休日に当たるときは、これを繰り

上げる。 

 

（給与の控除）  

第５条 前条の規定に関わらず、次に掲げるものは給与から控除する。  

  （1）  所得税、市県民税、社会保険料等法令で定めるもの  

  （2）  その他職員と協定して定めたもの  

 

（平均賃金）  

第６条 平均賃金は、次の算式によって計算した額とする。  
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直前の給与締切日より起算した３ヶ月間の給与総額 

３ ヶ 月 間 の 総 日 数 

  ２ 前項の計算において、給与総額には賞与及び退職手当は除外する。  

  ３ 採用後３ヶ月に満たない者については、第１項の期間は採用後の期間とする。  

第２章 給 料 

 

（給料）  

第７条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として支給する。  

  ２ 給料は、別表により定める。  

 

（給料の支給の特例）  

第８条 新たに職員となった者は、その日から給料を支給する。  

  ２ 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、死亡した日の属す

る計算期間の給料の全額を支給する。  

  ３ 職員が次に掲げる各号の一に該当し、給料額に異動を生じた場合においてはその日から

新たに定められた給料を支給する。  

  （1）  昇給又は降給等によりその受けるべき給料が変わった場合  

  （2）  休職又は復職を命ぜられた場合  

  （3） 懲戒により減給された場合、及びその減給の期間が経過し、もとの給料額に復した場 

合  

 ４ 前３項に規定により月の途中で支給される給料は第10条に規定する１日当たりの支給額

に基づき日割りによって計算する。  

 

（欠勤の場合の給与）  

第９条 職員が次の各号の一に該当する場合を除く外、私事により欠勤し、その職務に従事しな

いときは、その職務に従事しない１時間につき第10条に規定する１時間当たりの給料支

給額を減額する。  

  （1）  やむを得ない事由で欠勤し、本法人が承認した場合。  

 

（勤務１日・１時間当りの給与支給額の算出）  

第10条 勤務１日当たりの給与支給額、１時間当りの給与支給額は次のとおりとする。  

 第７条に規定する給料額 

月間平均就業日数 

第７条に規定する給料額 

月間平均就業時間数 

 

（昇給の基準）  

第11条 昇給は、年１回４月の勤務に対し行う。ただし、次に掲げるものを除く。  

  （1）  昇給時期において勤続６ヶ月未満の者  

  （2） 前年４月１日（４月２日以後に採用された者にあっては採用日）から当該年３月31日

平均賃金＝ 

勤務１日当たりの給与支給額＝ 

勤務１時間当たりの給与支給額＝ 
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までの出勤日数が所定勤務日の半数に満たない者  

  （3）  前号の期間において重い懲戒処分を受けた者  

  （4）  昇給時期において休職中の者  

  ２ 前項の規定に関わらず、本法人が特に昇給させることを適当と認めた場合には、特別に

昇給を行う。また、前年度の勤務態度・勤務実績を勘案し昇給時期を決定することがで

きる。 

  ３ 昇給は、原則として第７条に定める給料表の１号俸上位への昇給とする。  

  ４ 前項の規定にかかわらず、採用年から６年を良好な業績で経過した者には，通常の昇給

の他に１号俸の特別昇給を行うことができる。  

  ５ 第２項、３項および４項に規定する昇給は、予算の範囲内で行なわなければならない。  

 

第３章 手 当 

 

（役職手当） 

第12条 運営統括責任者には月額50,000円、部長には月額40,000円、副部長には月額30,000円、

所長には月額20,000円、階級手当を支給する。  

  ２ 事務長には月額20,000円、エリアマネージャーには月額10,000円、 

ホーム長には月額5,000円、リーダーには月額10,000円、法人生活支援マネージャーに

は月額5,000円、管理者には月額5,000円、サービス管理責任者には、月額5,000円の役

割手当を支給する  

  ３ 業務上の必要性に応じて、職員に対し上記に就任させ、階級、役割を変更し、階級、役

割から解任することがある。職員は、正当な理由がない限り、これを拒否することはで

きない。 

  ４ 役割手当は、現任で配置されている職員に支給する。  

  ５ 前項の階級等手当の支給は，本法人から階級等の任命を受けた日の属する給与計算期間

から開始し，その者が階級等たる身分を失った日の属する給与計算期間をもって終わる。 

 

（扶養手当）  

第13条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。  

  ２ 前項の扶養親族とは、健康保険の被扶養者となっている次に掲げるもので、他の生計の

途がなく主としてその職員の扶養を受けていることを本法人が承認した者とする。  

  （1）  配偶者（届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）  

  （2）  18歳未満の子及び孫  

  （3）  60歳以上の父母及び祖父母  

  （4）  18歳未満の弟妹 

  （5）  心身に著しい障害のある者  

  ３ 扶養手当の月額は、前項第１号に掲げる扶養親族においては、15,000円とし同項第２号

から第５号までに掲げる扶養親族についてはそれぞれ4,100円支給する。 
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（扶養手当の手続き）  

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次に掲げる各号の一に該当す

る事実が生じた場合においては､その職員は直ちにその旨を本法人に届け出なければな

らない。 

  （1）  新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者があるとき  

  （2）  扶養親族としての要件を欠くに至った者があるとき  

  ２ 扶養手当の支給は、受給資格取得の場合には、前項の届け出があった日の属する給与計

算期間から開始し、受給資格喪失の場合には届け出があった日の属する給与計算期間を

もって終わる。扶養手当を受けている職員が退職し又は死亡した場合においては、その

者が退職し又は死亡した日の属する給与計算期間をもって終わる。  

 

（住居手当）  

第15条 職員に住居手当を支給する。ただし、次の各号の一に該当する者は除く。  

  （1）  家賃が月額9,000円未満である公営及びこれに準ずる賃貸住宅等に住居している職員  

  （2）  夫婦ともに本法人に勤務する職員のうち一方の者  

  （3） 同居し、かつ生計を一にする親子兄弟姉妹で、ともに本法人に勤務する場合の一人を

除く者 

  ２ 前項の住居手当は、月額15,000円とする。 

 

（住居手当の届け出）  

第16条 職員は、新たに前条第１項に規定する職員としての要件を備えるに至った場合または同

項に規定する要件を欠くに至った場合には、すみやかにその旨を本法人に届け出なけれ

ばならない。 

  ２ 住居手当の支給は、受給資格取得の場合には、前項の届け出があった日の属する給与計

算期間から開始し、受給資格喪失の場合には届け出があった日の属する給与計算期間を

もって終わる。  

 

（通勤手当）  

第17条 通勤手当は次の区分により支給する。  

  （1） 電車･バスなどの交通機関を利用して通勤するもの  

１ヶ月の定期券代実費。ただし、所得税非課税限度額を超える金額については、これ

を超える部分については支給しない。  

  （2）  自動車・自転車等を用いて通勤する者  

通勤距離片道 距離比例額 

２㎞以上１０㎞未満 月額  ４，２００ 円 

１０㎞以上１５㎞未満 月額  ７，１００ 円 

１５㎞以上２５㎞未満 月額 １２，９００ 円 

２５㎞以上３５㎞未満 月額 １８，７００ 円 

３５㎞以上４５㎞未満 月額 ２４，４００ 円 
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（通勤届）  

第18条 新たに職員となった者及び住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、又は通勤のため

負担する運賃等の額に変更があった職員は、その通勤の実情をすみやかに本法人に届け

出なければならない。（特記事項あり）  

 

（通勤届の計算） 

第19条 通勤手当の支給は、前条の届け出があった日の属する給与計算期間から開始し、または

変更する。 

  ２ 職員が退職又は死亡した場合においては、その者が退職又は死亡した日をもって終わる。

この場合の手当ては次に示す１日当たりの通勤手当支給額に基づき日割り計算する。  

 

    対 象 手 当 月 額 

   当  該月の所定就業日数 

 

（手当支給の特例）  

第20条 通勤手当は、職員が出張、休暇、欠勤、疾病、その他の理由により月の初日から末日ま

での期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給し

ない。 

  ２ 役職手当、扶養手当、住居手当、資格手当、職員支援手当は、職員が無給の休暇、欠勤、

疾病、その他の理由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって業務に服さ

ないこととなるときは支給しない。  

 

（資格手当）  

第21条 社会福祉関係の資格を有する職員には資格手当を支給する。  

  （1）社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の国家資格を有する職員には、10,000円の

資格手当を支給する。  

  （2）（1）に掲げる資格手当を重複して受けることはできない。  

  （3）（1）に掲げる資格手当を受ける者は資格を証する書類を法人に提出する。  

 

（特別手当）  

第22条 職員就業規則第42条に定める特別手当の額は、下記の基準で予算の範囲内で理事長が定

める。 

  （1）引続き10年以上の期間を良好な成績で勤務した職員  5万円以下。 

  （2）引続き20年以上の期間を良好な成績で勤務した職員 10万円以下。 

  （3）引続き30年以上の期間を良好な成績で勤務した職員 15万円以下。 

 

（資格取得費の助成）  

第23条 職員が自己研鑽に努め、本法人が認める社会福祉主事任用資格の資格を取得しようとす

る際、その費用の半額を法人が負担することができる。  

  ２ 前項の受講に際しスクーリングについては職務に専念する業務を免除されることがで

１日当たりの通勤手当支給額＝  
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きる。また福祉専門職員等配置加算の対象となる資格取得についても同様とする。  

 

（時間外手当） 

第24条 法定の勤務時間をこえて勤務した全時間に対して、次に示す１時間当たりの給与額の

100分の125を超過勤務手当として支給する。  

給料月額＋階級手当＋役割手当+住居手当＋資格手当＋職員支援手当 

   月間平均所定就業時間数 

  ２ 法定休日に勤務した場合には、勤務した全時間に対し前項に規定する１時間当たりの給

与額の100分の135を休日手当として支給する。 

  ３ 午後10時から翌日の午前５時までの間に勤務した場合には、１項に規定する１時間当た

りの給与額の100分の25を深夜勤務手当として支給する。 

 

（回数手当／宿泊手当等） 

第25条 職員がショートステイや旅行の付き添い等で宿泊勤務した場合は回数手当／宿泊手当

等として4,000円を支給する。  

 

（職員支援手当）  

第26条 支給額は交付金の交付見込額の範囲内に応じて、法人が個別に定めた額を支給する。福

祉・介護職員処遇改善加算を原資とし、原資の名称が変わった場合も同じ手当の名称と

する。交付見込額の変動が予想されることから適時見直しを行う事ができる。なお、交

付額が余った場合には、一時金として交付額を上回るように支給するものとする。  

 

（奨学金返済支援手当）  

第27条 独立行政法人日本学生支援機構から貸与奨学金（第一種奨学金・第二種奨学金）を受け

ていた職員に対し、奨学金返済支援として月額5,000円の手当を支給する。  

  ２ 奨学金返済支援手当は、入職月を起点として 5 年間または、30 歳までを対象とする。な

お、詳細は奨学金返済支援制度要綱に定める。  

  ３ この奨学金返済支援は、日本学生支援機構との手続き完了した後は法人が代理で直接日

本学生支援機構に返済を行うものとする。  

 

（賞与） 

第28条 賞与は、６月１日及び12月１日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前１月

以内に退職し、又は死亡した職員（第29条に定める職員を除く）についても同様とする。  

 

（賞与の額） 

第29条 前条に規定する職員に対する賞与の額は、基準日現在（基準日前１ヵ月以内に退職し、

又は死亡した職員（第29条に定める職員を除く）にあっては、退職し、死亡した日現在）

において、職員の給料月額に支給率を乗じた額にそれぞれの基準日前６ヶ月以内におけ

るその者の在職期間の区分及びその期間の出勤率を乗じて得た額とする。 

在職月数 ６以上 ５以上 ４以上 ３以上 ２以上 １以上 １未満 

１時間当たりの給与額＝  
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出勤月数 ６未満 ５未満 ４未満 ３未満 ２未満 

割合 100/100 80/100 70/100 60/100 50/100 40/100 30/100 

  ２ 基準日前６ヶ月の期間中の勤務態度・勤務実績を勘案して支給率を決定できるものとす

る。 

  ３ 前項１、２に定める支給率は当該年度の本会の予算等を勘案し決定する。ただし、支給

率の合計は、横浜市職員に対する賞与に関する条例に定める支給率の合計を超えること

はできない。 

  ４ 福祉・介護職員処遇改善加算の一部を賞与として支給する。  

 

（退職し、又は死亡した職員の賞与） 

第30条 基準日前１ヶ月以内に退職し、又は死亡した職員で、退職又は死亡したときに休職、停

職又は無給休暇中であった者には賞与を支給しない。  

 

（給与の端数計算）  

第31条 給与の支給に際し、その集計の結果に１円未満の端計が生じた場合は、その端数を切り

捨てる。 

 

第４章 退職手当  

 

（退職手当）  

第32条 職員が１年以上在職し、失格原因なくして退職又は死亡したるときは、その者又はその

者の遺族に退職手当を支給する。  

 

（中小企業退職金共済制度の利用）  

第33条 前条の退職手当の支給は本法人が各職員について中小企業退職金共済事業（以下「中退

共」という）との間に退職金共済契約を締結することによって行う。  

    なお、連結・連合時までにさかえ福祉活動ホームに雇用された職員については、引続き

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入す

ることにより退職金として支給する。  

 

（退職金共済契約の締結）  

第34条 新たに採用した職員については、試用期間を経過し本採用となった月に中退共を締結す

る。 

 

（掛け金）  

第35条 退職金共済契約は、職員ごとにその給料の額に応じ、次に定める掛け金月額によって締

結する。 

 

給 料 月 額 掛け金金額 
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１６０，０００未満  ８，０００円  

１６０，０００以上２００，０００未満  １０，０００円  

２００，０００以上２４０，０００未満  １２，０００円  

２４０，０００以上２８０，０００未満 １４，０００円  

２８０，０００以上３２０，０００未満  １６，０００円  

３２０，０００以上３６０，０００未満  １８，０００円  

３６０，０００以上４００，０００未満  ２０，０００円  

４００，０００以上  ２２，０００円  

 

なお、本規定は平成22年４月１日以降に入職する職員について定めるもので、それ以前

に在籍している職員についてはこの限りではない。  

 

（過去勤務期間の通算）  

第36条 本規則実施前から在籍している職員については勤務年数に応じ、過去勤務期間通算の申

し出を中退共に行う。  

 

（退職手当の額） 

第37条 退職金の額は掛け金月額と掛け金納付月数に応じ、中小企業退職共済法に定められた額

とする。 

 

（退職手当の減額）  

第38条 職員が懲戒免職を受けた場合には中退共に退職金の減額を申し出ることがある。  

 

（遺族への支給）  

第39条 第31条に規定する遺族は次に掲げるものとする。  

  （1） 配偶者（届出をしないが、職員の死亡時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を

含む） 

  （2） 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡当時主としてその収入によ

って生計を維持していた者  

  （3） 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持してい

た親族 

  （4）  子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しない者  

  ２ 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号により、第２号及び第４号に掲げ

る者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。  

  ３ 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が２人以上ある場合には、その人数によって等

分して支給する。  
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（制度の改廃） 

第40条 この制度は、社会保障制度の状況、経済情勢等の変動に応じて、その一部または全部を

改訂または廃止することができる。  

 

（委任規定）  

第41条 この規程の施行に関し必要な事項は、本法人の理事長が定める。  

 

 

 付 則 

 １ この規程は平成  ２１年 ９月 ３日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成  ２２年 ４月 １日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成  ２３年 ４月 １日から施行する。 

 付 則 

 １ この規程は平成  ２４年 ４月 １日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成 ２５年 ４月 １日から施行する。 

 付 則 

 １ この規程は平成 ２５年 ６月 １日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成 ２５年１０月 １日から施行し、平成２６年１月１日から適用する。  

 付 則 

 １ この規程は平成 ２６年 ４月 １日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成 ２７年 ４月 １日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成 ２８年 ４月 １日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成 ２９年 ４月 １日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成 ２９年 ６月 １日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成 ２９年１２月 １日から施行する。  

 付 則 

 １ この規程は平成 ３０年 ４月 １日から施行する。  

附 則 

 １ この規程は 2018 年 12 月１日から施行する。  

附 則 

 １ この規程は2019年４月１日から施行する。  
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附 則 

 １ この規程は2020年４月１日から施行する。  

附 則 

 １ この規程は2021年４月１日から施行する。  

附 則 

 １ この規程は2022年４月１日から施行する。  

附 則 

 １ この規程は2022年10月１日から施行する。  

附 則 

 １ この規程は2023年３月１日から施行し、2023年1月1日に遡って適応する。  

附 則 

 １ この規程は2023年６月１日から施行し、2023年４月1日に遡って適応する。  

附 則 

 １ この規程は2024年4月１日から施行する。  

附 則 

 １ この規程は2024年12月１日から施行する。  

附 則 

 １ この規程は2025年6月1日から施行し、2025年4月１日に遡って施行する。  

附 則 

 １ この規程は2025年11月1日から施行し、2025年4月１日に遡って施行する。  
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職 員 給 料 表  

2024.4.1 

号俸  給料月額  号俸  給料月額  号俸  給料月額  

１  

２  

３  

４  

５  

 

６  

７  

８  

９  

１０  

 

１１  

１２  

１３  

１４  

１５  

―  

１９７，０００  

１９９，０００  

２０２，０００  

２０４，０００  

 

２０７，４００  

２１２，６００  

２１６，３００  

２２１，３００  

２２６，７００  

 

２３２，１００  

２３８，３００  

２４３，３００  

２４７，１００  

２５１，８００  

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

２５８，４００  

２６５，３００  

２７１，９００  

２７７，７００  

２８２，１００  

 

２８６，８００  

２９２，５００  

２９７，３００  

３０１，８００  

３０５，１００  

 

３０８，５００  

３１１，５００  

３１５，０００  

３１８，０００  

３２０，６００  

３１  

３２  

３３  

３４  

３５  

 

３６  

３７  

３８  

３９  

４０  

 

４１  

４２  

４３  

４４  

３２２，５００  

３２４，５００  

３２６，３００  

３２７，６００  

３２９，２００  

 

３３１，７００  

３３３，７００  

３３５，５００  

３３６，９００  

３３７，９００  

 

３３８，９００  

３３９，９００  

３４１，４００  

３４３，０００  

 

初 任 給 基 準 表 

 

経 歴 等 初 任 給 号 俸 

高卒新採用 ２ 号 俸 

短大・専門学校新採用 ４ 号 俸 

大卒新採用 ６ 号 俸 
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給与決定に関する前歴加算について 

 

職員の前歴については以下の方法による換算をして得られる額を給与月額とする。  

 

（計算方法）  

①  当初経験月数＝（採用時に有していた前歴（月数））×（表１の換算率）  

 ただし、採用時から遡って有していた前歴と≦１２０ヶ月とする。  

②加算号数＝①÷１５ （端数切り捨て）  

③給料月額号俸＝基準初任給号俸＋②  

        表１ 

職 歴 の 種 類 換算率 

  職務内容が、同種と認められるもの １０割 

  職務内容が、異種と認められるもの ５割 

  アルバイト（週３日、１日４時間以上） ３割 

    無         職 ２割 

 

※職務内容が同種と認められるものは、社会福祉・教育・医療に関する事業とする。  
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職員の自家用車両・自転車・バイク利用時の特記事項  

 

1. 私有車通勤について  

(ア) 私有車通勤利用にあたっては、法人に私有車業務使用許可申請書（別紙）を提出し、許可を

得てから使用するようにしてください。  

(イ) 原則、私有車通勤を認めませんが、やむ得ない場合に限り、通勤に使用する事を許可します。

ただし、やむ得ない状況が変更した場合は、速やかに通常の通勤方法に変更してください。  

 

2. 私有車（4輪）の業務利用について  

(ア) 私有車業務利用にあたっては、法人に私有車業務使用許可申請書（別紙）を提出し、許可を

得てから使用するようにしてください。  

(イ) 原則、私有車利用を認めませんが、やむ得ない場合に限り、業務に使用する事を許可します。  

(ウ) 私有車を仕事で使用した場合、1キロあたり37円で計算して出張費を支給します。その場合、

交通費請求書_個別請求用（別紙）か交通費請求書兼出張簿（別紙）を提出してください。  

 

3. バイク・自転車通勤における保険加入について  

(ア) バイク・自転車で通勤を行う者は、通勤届と合わせて、保険加入の写しの提出をお願いしま

す。 

(イ) バイク（任意保険加入：対人対物無制限が条件）  

(ウ) 自転車（個人賠償責任保険の加入：対人1億円以上推奨）  

 

4. 荒天時（警報級・降雪時）、バイク・自転車通勤者への通勤方法変更の特別扱い  

(ア) 荒天時（警報級・降雪時）に、申請の通勤手段（バイク・自転車）で通勤する事は危険が伴

うため、公共交通機関での通勤を強く推奨します。  

(イ) その際に利用した公共交通機関の利用料は、交通費請求書_個別請求用（別紙）にて提出して

ください。 

(ウ) 長期（1か月以上）に渡り、公共共通機関での通勤が見込まれる場合は、通勤届の変更を行っ

てください。 
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私有車業務使用許可申請書（別紙） 
 

私有車業務使用許可申請書 

 

                        令和   年   月   日 

ＮＰＯ法人こんちぇると 理事長 様 

所 属  職 名  

氏 名 印  

私有車の（ □常時   □臨時 ）使用許可を申請いたします。  

使用開始日  令和    年    月    日から 

使用終了日  令和    年    月    日まで  （臨時使用の場合に記入）  

私有車を業  

務使用する  

理由と目的  

的  

 

車  名  登録番号   

所有者氏名   使用者氏名   

自賠責保険  □加入  □未加入  車両保険  □加入（   ）万円 □未加入 

対人保険金  □無制限 □（    ）万円 対物保険金  □無制限 □（    ）万円 

任意保険  

契約期間  
令和   年   月   日  ～  令和   年   月   日 

整備状況  □良好  □問題あり（                     ） 

添付書類  

①運転免許証の写し  

②車検証の写し  

③任意自動車保険契約の保険証の写し  

理事長印  管理者印  
事務担

当印  
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交通費請求書_個別請求用（別紙）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 氏名

月日 月日

内容 内容

合計金額 合計金額

会計NO 会計印 会計NO 会計印

　　　　　\ 　　　　　\

　　　 氏名 印 　　　 氏名 印

氏名 氏名

月日 月日

内容 内容

合計金額 合計金額

会計NO 会計印 会計NO 会計印

　　　　　\ 　　　　　\

　　　 氏名 印 　　　 氏名 印

交通費請求書　 交通費請求書
    　 令和　　　年　　月　　日     　 令和　　　年　　月　　日

交通(金額）

自動車　㌔37円で計算

交通(金額）

￥ ￥

領収書 領収書
事業所名 事業所名

令和　　　年　　月　　日 令和　　　年　　月　　日

　交通費として上記のとおり領収しました 　交通費として上記のとおり領収しました

交通費請求書 交通費請求書
    　 令和　　　年　　月　　日     　 令和　　　年　　月　　日

交通(金額） 交通(金額）

令和　　　年　　月　　日 令和　　　年　　月　　日

　交通費として上記のとおり領収しました 　交通費として上記のとおり領収しました

￥ ￥

領収書 領収書
事業所名 事業所名
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交通費請求書兼出張簿（別紙）  

年
度

年

決
　
裁

月
　
　
日

時
間

場
所

用
件

金
　
額

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

計
¥

交
通
費
請
求
書
兼
出
張
簿

交
通
機
関
等
/K
m


